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e-らぽ～るでは、精神科医療に携わる医療関係者の皆様に役立つ情報を田辺三菱製薬株式会社がお届けしています。 
精神科のトピックス e-らぽ～るトピックスでは、精神科に関するトピックスをお知らせしています。 

2024.05.20 
第１回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会が開催 ≪厚労省≫ 
近年の精神保健医療福祉施策は、「入院医療中心から地域生活中心へ」、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築」という理念の下、精神障害者等に対する支援の充実が図られてきました。また、令和４年に成立した精神保健福祉法
の改正法では、患者の権利擁護を一層進めるため、医療保護入院の入院期間を法定化する等の措置が盛り込まれ、令和６
年４月１日から本格的に施行されたところです。こうした状況を踏まえ、精神保健医療福祉の今後の施策推進について、幅広く
検討する場として、「精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」が開催されました。今後の検討事項としては、精
神保健医療福祉に関する現状と課題への対応等について議論される予定です。 

第1回の会合では、精神保健医療福祉の現状とこれまで
の取組等が紹介されました。精神保健福祉法に基づく入院
形態別にみた在院患者数の推移では、医療保護入院患者
が全体の約半数を占めています。令和6年4月から、医療保
護入院の入院期間は、医療保護入院から６ヶ月を経過す
るまでは３ヶ月以内とし、６ヶ月を経過した後は６ヶ月以内
と規定されています。また、精神保健指定医の診察の結果、
医療保護入院が必要であって任意入院に非該当と判定さ
れ、退院支援委員会において対象患者の退院措置について
審議を行い、家族等の同意がある（家族等がない場合等
は、市町村長による同意）場合には、入院の期間を更新す
ることが可能となります。（家族等と定期的に連絡が取れて
いる場合など一定の要件を満たした場合には、「みなし同意」
を行うことも可能。）入院期間を更新した場合は、更新届を
都道府県等に提出する必要があります。 

出典：「第１回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」資料１（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/content/12205250/001255276.pdf）を加工して作成 

  

令和６年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について ≪厚労省≫ 
令和６年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項につ

いて一部訂正されました。 
精神科地域包括ケア病棟入院料に関する施設基準等では、

「当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神
保健福祉士又は公認心理師が常時１人以上配置されているこ
と」と規定していましたが、「常時」が削除され、要件が訂正されまし
た。訂正後は、「当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業
療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が１人以上配置さ
れていること。ただし、休日の日勤時間帯にあっては当該保険医
療機関内に作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が
１人以上配置されており、必要に応じて当該病棟の入院患者に
作業療法、相談支援又は心理支援等を提供できる体制を有し
ていればよいこととする。」と見直されています。 

 出典：「令和６年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」令和６年５月17日事務連絡（厚生労働省） 
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html）を加工して作成 

出典：「第１回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」資料２（厚生労働省） 
（ https://www.mhlw.go.jp/content/12205250/001255285.pdf）を加工して作成

出典：「令和６年度診療報酬改定について」第３ 関係法令等＿基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示、基本診療料の施設基準等
及びその届出に関する手続きの取扱いについて（通知）（厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html）を加工して作成


